
 

令和７年６月１２日 

 

入札参加事業者各位 

加須市管理契約課 

 

 

質 問 回 答 書 
 

 

加須市告示第１９０号、件名：令和 7年度 加須市公共施設等で使用する電気

（単価）【長期】の仕様等に関して質問がありましたので、下記のとおり回答し

ます。 

 

記 

 

 

質問１ 入札金額の算定時に力率は 100%で計算とし、と記載されておりますが、

頂いた Excel では力率を加味しない計算になっております。どちらが正

しいでしょうか。 

 

回答１ 仕様書に記載された「力率は 100％で計算」ではなく、Excel表の計算（力

率の割引を加味しない）で算出してください。 

 

 

質問２ 入札内訳書に捺印等はいりますでしょうか。 

 

回答２ 必要ありません。 

 

 

質問３ 内訳書に記載する日付は作成日を記入してよろしいでしょうか。 

 

回答３ 入札日を記載してください。 

 

 

質問４ 弊社は再入札の際は辞退を予定しております。その場合、初度入札と同

時に再入札辞退届の提出は必要でしょうか。 

 

回答４ 入札回数は１回です。再入札はございません。 



 

質問５ 契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございま

すか。下記のご確認をお願いいたします。 

 

（500㎾未満の実量制契約の場合） 

直近請求書の契約電力を引き継がせて頂きます。 

 

(500kW以上の協議制契約で契約電力を増加予定の場合) 

⇒契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必

要となり書類の提出が必要となるため変更までにお時間を頂きます。 

（落札後別途弊社に申し出がない場合は、直近の請求書の契約電力を引き継がせ

て頂きますのでご了承ください。） 

 

(500kW以上の協議制契約で契約電力を減少予定の場合) 

⇒契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必

要となり過去 12か月分のデマンド値が必要となり、変更まで時間を頂きます。 

 管轄エリア電力会社様の承認が得られない場合は、直近の請求書の契約電力と

なります。 

（落札後別途弊社に申し出がない場合は、直近の請求書の契約電力を引き継がせ

て頂きますのでご了承ください。） 

 

回答５ 現在、500kW以上の施設が増減する予定はございません。 

 

 

質問６ 協議制契約(500kW)の場合契約電力変更を 1 年間以内に 2 回以上行う等、

お客様起因にて供給地点エリアの送配電事業者より違約金を請求された

場合は弊社より違約金相当分をご請求させて頂きますがよろしいでしょ

うか。 

 

回答６ 了承しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

質問７ 請求書の表記について、 

 

【繰上検針(計量日 1日)の場合】 

弊社の料金算定の都合上、2025 年 4 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日まで使用

した電気料金は、2025 年 4 月分電気料金としてご請求することとなります。 

また、燃料費調整額の適用は 2025 年 4 月分となります。これについて、経理上

不都合はございませんか。 

 

【分散検針(計量日 1日以外)の場合】 

弊社の料金算定の都合上、2025 年 4 月 18 日から 2025 年 5 月 17 日まで使用

した電気料金は、2025 年 5 月分電気料金としてご請求することとなります。 

また、燃料費調整額の適用は 2025 年 5 月分となります。これについて、経理上

不都合はございませんか。 

 

回答７ 問題ありません。 

 

 

質問８ 弊社の請求書は、原則、翌月 10 営業日迄に Webサイト上で開示、15 営

業日迄に原本の到着とし（請求書の原本郵送が必要な場合に限る）、検針

日から 30日以内にお支払いいただくこととし、年度末も同様の対応をい

ただいておりますがご了承いただけますでしょうか。ご了承いただけな

い場合協議により決定させていただきますが問題ございませんでしょう

か。 

 

回答８ 特に問題ありませんが、連続した休日により対応ができない場合は、協

議させていただきます。 

 

 

質問９ 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移行し

ております。お客さまにはお客さま専用 Web ページにて請求書を確認頂

くことになりますが、問題ありませんでしょうか。(Web からダウンロー

ド可能) 

 

回答９ ダウンロードできる請求書に電子代表者印があれば問題ありません。 

 

 

 

 



 

質問１０ 弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくこと

は可能でしょうか。 

また、可能な場合、契約書にない細目的事項に関しては弊社の電気需

給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。 

 

回答１０ 協議は可能です。併せて協議させていただきます。 

 

 

質問１１ 契約書の提出期限や、締結日の期限はございますでしょうか。 

契約内容確定後、社内決裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴する

ことになるため、指定の日数がある場合そちらの日程での提出ができ

かねる可能性がございます。その場合、提出日の延長について協議い

ただくことは可能でしょうか。 

 

回答１１ 契約書の提出期限はありますが、協議させていただきます。 

     契約締結日は加須市が指定した日となります。 

 

 

質問１２ お支払いについては口座振替もしくは銀行振込にてお願いしておりま

すが、どちらでのお支払いになる見込みかご教示いただけますでしょ

うか。 

 

回答１２ 現状は、銀行振込での支払いです。 

 

 

質問１３ 【銀行振込を選択される場合はご回答ください】分割請求や分割振込

での対応は必要になりますでしょうか。 

 

回答１３ 施設ごとに請求書を作成していただいておりますので、それぞれの予

算で銀行振り込み手続きを行っております。 

 

 

質問１４ 事後提出書類確認書類の書類を PDF ではなく、Excel や Word データで

頂くことは可能でしょうか。 

 

回答１４ 加須市ホームページより Wordデータをダウンロードしてください。 

 

 



 

質問１５ 再生可能エネルギ―供給を含む契約について、再生可能エネルギー電

気の比率に関して確認できる資料については毎年 7 月頃の発行となり

ますがご了承いただけますでしょうか。 

 

回答１５ 了承しました。 

 

 

質問１６ 弊社では請求の際に「管理費」とは別に「需給管理手数料」「非化石証

書費」を項目として用意しております。入札内訳書では「需給管理手

数料」「非化石証書費」をどのように含めたらよろしいでしょうか。 

 

回答１６ 仕様書及び入札金額見積内訳書に記載されているとおりですが、管理

費としてまとめていただいても結構です。 

 

 

質問１７ ６．調整等 電源調達非単価は当該地域を管轄する一般電気事業者が

定める電気供給条件という記載になっておりますが、弊社では 30 分毎

の JEPX の値（税込み）に損失率を加味した値を参照しておりますが、

問題ないでしょうか。 

 

回答１７ 仕様書のとおりです。 

 

 

質問１８ 容量拠出金に関してですが、2か月前までに報告し、本市と落札業者で

協議すると記載がありますが、弊社では通知した容量拠出金以外での

契約ができかねるため、協議によって、加須市側にて単価にご納得い

ただけない場合は、3 月末で契約終了となるような契約とさせて頂けれ

ばと思いますが、上記対応で問題ないでしょうか。 

上記対応が難しい場合は、入札を辞退させて頂く可能性がございます。 

 

回答１８ 落札業者から協議の申し出がない場合は、協議は致しません。 

 

 

 

 

担当：加須市総合政策部管理契約課 

   Tel 0480-62-1111（内線 394） 

   Fax 0480-62-5981 


